
要 支 援 者 に 対 す る 介 護 予 防 給 付 継 続 と 利 用 者 負 担 増  中 止 を 求 め る 意 見 書   社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 の 報 告 書 で は 、 要 支 援 者 に 対 す る 介 護予 防 給 付 に つ い て 、 「 市 町 村 が 地 域 の 実 情 に 応 じ た サ ー ビ ス を 提 供す る 新 た な 事 業 に 移 行 さ せ て い く べ き 」 と し て お り 、 要 支 援 者 を 介護 保 険 サ ー ビ ス か ら 外 す こ と を 打 ち 出 し て い る 。 ま た 、 所 得 に よ り介 護 サ ー ビ ス の 利 用 者 負 担 を 引 き 上 げ る こ と に つ い て も 述 べ て い るが 、 こ れ ら に つ い て は 次 の 問 題 点 を 指 摘 せ ざ る を 得 な い 。  （ １ ） 心 身 の 機 能 低 下 を 防 ぐ 上 で 最 も 介 護 を 必 要 と す る 要 支 援 者 から 一 律 に 必 要 な 介 護 サ ー ビ ス を 奪 う も の で あ り 、 介 護 保 険 の 本 来の 趣 旨 に 反 す る 。  （ ２ ） 新 た な 事 業 に 移 行 し た 場 合 、 厳 し い 自 治 体 財 政 が さ ら に 圧 迫さ れ 、 自 治 体 間 で 給 付 内 容 に 格 差 が 生 じ る こ と や 、 介 護 の 質 が 低下 す る こ と が 懸 念 さ れ る 。  （ ３ ） 要 介 護 者 が 介 護 保 険 サ ー ビ ス か ら 外 れ る こ と は 、 介 護 事 業 所の 経 営 を 直 撃 し 、 介 護 労 働 者 の 失 業 や 離 職 に つ な が る 。  （ ４ ） 介 護 保 険 料 は 大 幅 に 上 が り 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 か ら 消 費 税 率 も上 げ ら れ る 中 で の 利 用 者 負 担 引 き 上 げ は 、 必 要 な 介 護 を 奪 う こ とに つ な が る 。  よ っ て 、 国 に お い て は 下 記 の 事 項 を 実 現 さ れ る よ う 強 く 求 め る 。  記  １  要 支 援 者 に 対 す る 介 護 予 防 給 付 を 継 続 す る こ と 。  ２  介 護 保 険 サ ー ビ ス の 利 用 者 負 担 を 増 や さ な い こ と 。  ３  介 護 保 険 財 政 に 国 が 責 任 を 持 つ こ と 。  以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。     平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ４ 日                三 浦 市 議 会 議 長  岩  野  匡  史   意 見 書 提 出 先  内 閣 総 理 大 臣 ／ 総 務 大 臣 ／ 財 務 大 臣 ／ 厚 生 労 働 大 臣  


